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-緩和ケアを必要とする症例を中心に-
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2008年4月の診療報酬改定により保険薬局で調剤
可能な注射薬が増え、退院時共同指導料・在宅患
者緊急訪問薬剤管理指導料が新設されるなど、地

域多職種連携の中で保険薬局薬剤師が果たすべき役
割への期待と要求レベルの高さを感じさせられるもの
であったといえる。

当薬局では2005年3月の無菌調剤室設置とともに、
HPN調整や緩和ケアへも積極的に関わってきた。

今回は多くの在宅患者に携わってきた経験の中で、
緩和ケアを必要とする患者を中心に、薬剤師が在宅医
療現場で果たすべき役割や多職種連携の中で何を期
待されているかを考察する。

【はじめに】
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２．昨年4月の診療報酬改訂により、保険薬局で調剤可能な注射薬が増え、退院時共同指導料、・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が新設されるなど、その内容は、地域多職種連携の中で、保険薬局薬剤師が果たすべき役割への期待と、要求レベルの高さを感じさせられるものであったといえます。
　当薬局では、2005年3月の無菌調剤室設置とともに、HPN調整や緩和ケアへも、積極的に関わってきました。
今回は、多くの在宅患者に携わってきた経験の中で、緩和ケアを必要とする患者を中心に、薬剤師が、在宅医療の多職種連携の中で果たすべき役割や、現状での問題点について考察し、報告いたします。



多職種連携の一員として認められるきっかけと
なった症例、および在宅緩和医療の現状を考えさ
せられた症例

【症例2】
モルヒネ皮下注を必要とする患者さんでの問題点

【症例3】
在宅でセデェーションを必要とした時の問題点

【症例4】
バルーンタイプインフューザー使用に於ける問題点

【症例1】
予後を理解し家族との生活を強く希望した症例

3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
３．ここにあげました、4つの事例を報告し、それぞれの中で浮かび上がった、在宅医療を推進する上での様々な問題点、我々薬剤師が、地域連携の中で必要とされるための課題を、考察したいと思います。



【症例１】 チームの一員として認められる
きっかけとなった症例

• 40代 女性

• H16 5/19卵巣癌 stage Ⅲcの診断で手術

• 術後に化学療法（TJ）10コース

• 骨盤内に腫瘍再発（レジメンを変えて化学療法を行うが
消化器症状強く継続困難）

• 放射線治療に変更 H18 7/25～8/29

• H18 12月骨盤内に再発したが治療を拒否

• H19 11月腫瘍による閉塞性のイレウスを起こし絶食し
補液を行う

• 末梢ルート確保困難なため12月TPN用CVポート挿入

患者背景
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
４．最初の患者さんは、がんの終末期で、緩和ケアおよびHPNを必要とする患者さんで、当薬局が在宅チームの一員として認められるきっかけとなった事例です。



 娘2人（20歳、11歳）の３人暮らし
 病気の悪化で就業困難 生活保護受給
 家事は介護も含め娘さんが行っていた
 通院にかかる費用・時間によりＱＯＬ低下

家族構成・生活状況

在宅移行への経緯
予後を理解した上で家族との生活を強く希望していたが、

診療所医師はターミナル経験はなく在宅移行に積極的で
はなかった。

ＨＰＮ・緩和ケアなどの対応が可能か病院より当薬局へ
打診あり。薬剤師として医師のバックアップ可能である事を
確認後在宅開始となった。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
５．ご本人は予後についてよく理解された上で、ここに示しましたような様々な事情で、強く在宅での療養を希望されました。しかしながら、在宅担当医に終末期医療の経験がなく、当初は在宅移行に積極的ではありませんでしたが、当薬局でHPN・緩和ケアなどのバックアップをさせていただくということで在宅移行となりました。



1 医師の治療方針にもとづき、疼痛コントロールの目
的のオピオイドについて患者さんに説明。

→使用開始を納得させた

2   オピオイドによる吐き気発現するも内服困難。
→輸液内に追加処方（ｾﾚﾈｰｽ）を医師に提案

3 休日、Nsより緊急連絡あり傾眠発現。
→セレネースの副作用によるものと考え、本剤

の中止 を医師に提案。→傾眠改善に貢献

4 疼痛増強のため、医師よりレスキューの相談あり。
→オプソを推奨し緊急対応

【この症例で薬剤師が介入した主な事例 その１】
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
６．このスライドは薬剤師が介入したおもな事例です。まずは、患者さんに、オピオイド使用を納得していただくための説明から始まり、疼痛コントロールに関した処方提案、副作用コントロールに関すること、症状コントロールに関する事など多岐にわたっています。



【この症例で薬剤師が介入した主な事例 その２】
5 退院時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加要請あり。院内でロピオン
1日2回点滴し疼痛コントロール良好につき、退院後
も続けたいがNsは１日1回の訪問。方法はないかと
の相談あり。

→ロキソプロフェンの液剤「オロロックス」への切り
替えを提案→疼痛コントロール維持良好となる

6 発熱、疼痛が継続している問題に関して医師より相
談あり。→中止していたロピオン静注再開を提案

→疼痛コントロール良好となる

7 せん妄、いらいら、不眠が発現した。かってセレネー
スで 傾眠が発現したこと、入院中にハルシオン服用

でせん妄増強したことを考慮し、非定型のセロクエル
提案→不眠改善された 7

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
７．また、病状の変化とともに、頻繁に訪問看護師から相談を受け、休日や夜間の対応をすることもたびたびでした。
その中で多くの先生方に相談したり、自分なりに勉強することで、未熟ながらも結果として、患者さんやその家族、および他職種との絆が強まったように思います。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
８.上段の写真は、他職種連携を通じて知り合った方々と協力して、がん患者さんのためのチャリティーイベントである、「リレー・フォー・ライフ　２００９ｉｎ広島」に、参加した時のものです。広島市の秋葉市長なども参加されました。
　下の写真は、この患者さんの娘さんが、当日の夜に行われた、ルミナリエというイベントで、亡くなったお母さんへの思いを書いてくださったものです。




【症例2】膵臓癌末期・家での看取り希望

【経緯】
フェンタニルパッチにてコントロールを行って

いた患者様。イレウス有り入院時サンドスタチン
を持続皮下注していた。在宅で継続使用目的のた
め、移行時にモルヒネ持続皮下注導入となった。

日々モルヒネ使用量は増加し、ほぼ毎日調剤し
たものを届けることになった。

◎このケースの問題点

麻薬以外にポンプ加算が認められていない

大容量のシリンジに対応するポンプがない

麻薬入りシリンジの交換の規制

（流量調整の問題） 9

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
９．次に
膵臓癌末期で、家での看取りを希望された患者さんです。現状において、在宅医療で、持続注射を必要とすることはまれですが、この患者さんは、入院時、フェンタニルパッチで疼痛コントロールし、イレウスのため、サンドスタチンの持続皮下注を行っていました。在宅移行後もサンドスタチン継続使用するため、モルヒネ皮下注ルートが追加された症例です。問題点として、麻薬以外にポンプ加算が認められていない事、大容量のシリンジに対応する鍵付きポンプがない事、鍵付きであるため麻薬入りシリンジの交換、あるいは流量調整が、医療者にしかできないことがあります。そのため、ほぼ毎日の調剤と訪問が、必要でした。



持続皮下注用
シリンジポンプ

モルヒネ注 等
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
10．この写真は、持続皮下注用のシリンジポンプです。麻薬用のものは、このポンプにカギがかかる構造になっていますが、最大容量は１０mlとなっています。



麻薬以外のポンプ加算が
認められていない

②麻薬使用

医療者による
ポンプ使用料の負担

医療者の負担増加

鍵付きポンプが小さい
（10mLシリンジ）

使用量増加に対応できない
症状変化への対応の問題

訪問日増加の問題
シリンジの規制
大量処方の場合
・廃棄の問題・
・亡くなる場合がある

患者負担増加

積極的には
使用できない

積極的には
開発しない

メーカーの努力
必要

在宅持続皮下注を行う上での問題点

マイナス
要因

マイナス
要因

①麻薬不使用

制度改定
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１２．先ほどの問題点を図式化したものです。薬局の問題のみではなく、在宅医も含めた、在宅チームとしての問題であると思いますが、これらの解決には、制度改定による規制緩和や、メーカーの協力が不可欠です。この様なケースを、薬剤師会で集積し要望していくことが、必要だと思います。



【症例3】 子宮頸癌再発（末期）広範囲転移

【経緯】
摂食障害にてHPN施行。麻薬による疼痛コント

ロールも行っていた。症状進行によりせん妄・不
眠が強くなりジアゼパム坐薬を使ったセデーショ
ンを行ったが効果がなく、Drよりミタゾラム注を
使用したいとの申し出あり。

処方の打診あるが処方薬として認められてな
いため、不良在庫になる可能性が高いが薬局で購
入し主治医に1本単位の小分けを行った。

◎このケースの問題点

使用頻度が少ない薬の問題（不良在庫）

『処方可能な薬剤』の範囲がまだ不十分

適応外使用の問題 12

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１３．続いて、
　この患者さんは、子宮頚癌再発後広範囲転移の終末期の患者さんです。ほかの薬剤で効果が無く、ｾﾃﾞｰｼｮﾝにﾐﾀｿﾞﾗﾑ注を使用した事例ですが、現在の保険制度では、ﾐﾀｿﾞﾗﾑ注は処方薬として認められていません。
　また本来麻酔薬であるため、一般のｸﾘﾆｯｸでの使用頻度はほとんどありませんし、ｾﾃﾞｰｼｮﾝにおける鎮静目的での使用は、適応外となります。このために、処方不可、適応外、不良在庫になり易いといった問題が生じました。



在宅医療では想定外の事態も多い
例外的措置も必要になる

制度改定

ミタゾラム注・・・使用頻度が少ない
薬局での調剤不可
保険適応外

ポンプ・・・麻薬以外はポンプ加算なし

想定外の
患者に対して

在宅で
ｾﾃﾞｰｼｮﾝを
行うために 在宅療養

のために
看取りに対する

家族の思い

保険改定
規制緩和
適応拡大

医療者の
負担を少なく
するため

基幹病院からの
小分けを
可能にする

ミタゾラム注使用に関わる問題点
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１４．この例のように、終末期医療では想定外の事態も多くみられます。使用頻度の少ない注射薬を使用するような事態もあり、薬剤師会や、地域薬局の協力による小分け体制の確立だけでは解決できないケースは、場合によっては、基幹病院との、薬薬連携による小分けといった、法律を超えた例外的措置も必要であると感じました。



【症例4】 在宅でバルーンインフューザーを
必要とする場合、現状での問題点

◎患者および家族の不安
→在宅で特殊な器具を使用することへの不安

◎患者数が少ないことによる医療者の経験不足
→在宅医・薬剤師・訪問看護師が不慣れな場合あり

◎コストの問題（購入単価5,050円、保険請求4,000円）

◎規格・包装単位の問題（最低6個）、患者の状態に
応じて複数規格が必要になる
→不良在庫

◎対応可能な薬局がないため遠方から依頼
→緊急時の対応に時間がかかる

【問題点】
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１５.次に、在宅での緩和医療の推進によって、ﾊﾞﾙ―ﾝインフューザーを使用するケースも多くなると考えられます。しかしながら現状では、いくつか問題点があります。一つは、特殊な器具を自宅で使うことに対する家族の不安と、医療者の経験の不足ということがありますが、これは経験と訓練で、解決することが可能です。
一番の問題は、器具の購入単価と、保険点数が大幅な逆ざやであることや、包装単位が6個であること、患者の状態により多数の規格が必要になってくることで、不良在庫になる可能性が高いことが、薬局には大きな負担となります。
また、無菌調剤室での調製に加え、このような問題で対応可能な薬局が少なく、遠方から依頼がされることもありますが、緊急対応には多くの人的余裕が必要です。
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ＰＣＡ付きバルーンインフューザー

２ｍＬ / ｈ

５ｍＬ / ｈ

０．５ｍＬ / 回

２ｍＬ / 回

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１１．この写真は、痛みが強よく出た時追加投与ができる、ＰＣＡ付きのバルーンインフューザーです。写真にはありませんが、３段階の流速を選べるものも販売されています。便利なツールでありますが、前のスライドにしめした問題点のため、現状ではあまり普及していません。



在宅医療において
当薬局および薬剤師の果たす役割

【退院時のサポート】
◎すべての開業医が緩和医療に精通しているわけではない。
薬剤提案、用量調整などの処方提案を行い、在宅移行できる体制をサポートする。

【医薬品・医療材料等の安定供給】
◎オピオイド等を安定供給する体制を整えている。
◎保険外、不良在庫などのリスクを薬局側が背負うことで、在宅医が稀少薬や医療
材料を自由に選択できるようにしている。

【在宅療養のサポート】
◎十分な説明で家族の不安を解消する。
◎休日・夜間であっても緊急時に対応できる体制を整えている。
◎遠方に配送することで、広範な地域で在宅療養を可能としている。

薬局にとっては負担なることも多いが
患者、家族に安心できる在宅療養を提供するため必要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１６．在宅医療において、当薬局の果たす役割として、退院時のサポート、在宅療養のサポート、医薬品・医療材料などの安定供給としてここに示したことを行っています。休日夜間の緊急対応や、オピオイドや稀少薬の不良在庫のリスクは、薬局とって負担となることも多いですが、安心できる在宅療養を提供するために必要である、と考えています。



在宅ターミナル・緩和医療を
推進していくためには

①麻薬のグループ内譲渡の規制緩和
→休日・夜間卸からの配送は現状無理

②入院医療機関からの稀少医薬品（注射薬）の小分け
（ターミナルや緩和医療に限って）

→病院毎に採用医薬品が異なり、在宅移行時の処方が
多岐にわたるため 不良在庫を抱えることになる

（法的に病院が医薬品を販売することには問題があるが）

③地域拠点薬局の育成のためのインセンティブが必要
（患者負担を増やすことなく）

→現状の在宅緩和医療は、薬局の経済的負担や個人の熱
意によって成り立っている部分も多く、ターミナルの
24時間体制を実施する薬局の大きな障害になっている
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１７．在宅での看取りや、緩和医療は現実に増えています。そこで薬剤師が職能を発揮し存在意義を認めてもらうには、地域単位で夜間休日も含め、すべてに対応可能な連携体制や、地域拠点薬局の育成が必要だと思います。そのためには、これらの症例から浮かび上がった問題点の解決とともに、麻薬譲渡の規制緩和、入院医療機関からの注射薬の小分けといった、制度改定や規制の緩和を、組織的に訴えていく必要があると考えます。
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